
鳥取県宿舎管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年２月19日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第２号

鳥取県宿舎管理規則の一部を改正する規則

鳥取県宿舎管理規則（昭和57年鳥取県規則第24号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号（以下「移動条等」という。）に対応する同

表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号（以下「移動後条等」という。）が存在する場合に

は、当該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対応する移動後条等が存在しない場合には、当該移動条等

（以下「削除条等」という。）を削り、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には、当該移動後条等

（以下「追加条等」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除条等を除く。以下「改正部分」という。）に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加条等を除く。以下「改正後部分」という。）

が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合

には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（宿舎の所属） （宿舎の所属）

第３条 宿舎は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ 第３条 宿舎は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に掲げる部局に所属するものとする。 ぞれ当該各号に掲げる部局に所属するものとする。

(１) 次号に掲げる職員以外の職員を居住させるた (１) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員を居

めのもの 総務部 住させるためのもの 総務部

(２) 県立学校の職員並びに教育委員会及びその管

理に属する機関の職員を居住させるためのもの

教育委員会事務局

(２) 略 (３) 略

（入居前の現況確認） （入居前の現況確認）

第９条 知事は、職員を宿舎に入居させようとすると 第９条 知事は、職員を宿舎に入居させようとすると

きは、所属職員又は知事から宿舎の管理を受託した きは、所属職員に入居させようとする職員を立ち合

者（以下「管理受託者」という。）に入居させよう せ、当該宿舎の現況を確認させるものとする。

とする職員を立ち合わせ、当該宿舎の現況を確認さ

せるものとする。

２ 前項の規定により宿舎の現況を確認した所属職員 ２ 前項の規定により宿舎の現況を確認した所属職員

又は管理受託者は、知事が別に定めるところによ は、知事が別に定めるところにより確認書を作成し

り、確認書を作成しなければならない。 なければならない。

（使用期間）

第16条の２ 一般宿舎の使用期間は、入居後10年間を

限度とする。ただし、職務の都合上やむを得ないと

認められるときは、この限りでない。



（明渡しの請求) （明渡しの請求)

第17条 知事は、入居者等が次の各号のいずれかに該 第17条 知事は、入居者等が次の各号のいずれかに該

当するときは、宿舎等の明渡しを請求することがで 当するときは、宿舎等の明渡しを請求することがで

きる。 きる。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 使用期間が満了したとき。

（退去等及び検査) （退去等及び検査)

第19条 略 第19条 略

２ 略 ２ 略

３ 入居者等は、宿舎等を明け渡すときは、当該宿舎 ３ 入居者等は、宿舎等を明け渡すときは、当該宿舎

等を原状に回復し、知事の指定する職員又は管理受 等を原状に回復し、知事の指定する職員の検査を受

託者の検査を受けなければならない。 けなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成20年３月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取県宿舎管理規則第２条第２号に規定する宿舎に入居している者に係る

改正後の鳥取県宿舎管理規則第16条の２に規定する宿舎の使用期間は、同条の規定にかかわらず、この規則の

施行の日から10年間を限度とする。


